
（平成２５年４月３日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認愛知地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 8 件

厚生年金関係 8 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 5 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 4 件



愛知厚生年金 事案 7675 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 48 年 12 月 25 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を６万 4,000 円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22 年生

住 所 ：  

    

     

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年 12 月 25 日から 49 年１月１日まで 

   申立期間当時、Ａ社に継続して勤務していたので、申立期間について厚生

年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＡ社から提出された人事異動通知から判断すると、申立

人は申立期間において同社に継続して勤務し（昭和 48 年 12 月 25 日にＢ社か

ら同社の関連会社であるＡ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。 

一方、厚生年金保険適用事業所名簿及びオンライン記録によると、Ａ社は、

昭和 49 年１月１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間に適

用事業所であった記録は確認できないものの、商業登記簿謄本によれば、同社

は 48 年 12 月６日に株式会社として設立登記されており、申立期間において、

５人以上の従業員が常時勤務していたと認められることから、当時の厚生年金

保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断される。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る事業所別被

保険者名簿の昭和 49 年１月の記録から、６万 4,000 円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、申立期間におい



てＡ社は適用事業所の要件を満たしていながら、社会保険事務所（当時）に適

用の届出を行っていなかったと認められることから、事業主は、申立期間に係

る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



愛知厚生年金 事案 7676 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ事業所における資格喪失日に係

る記録を昭和60年７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を41万円とする

ことが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住 所 ：  

    

    

    

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60 年６月 30 日から同年７月１日まで 

  私は、昭和 60 年７月１日にＣ社に異動するまでＡ社及び関連会社に継続

して勤務していたので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として

認めてほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の記録、健康保険組合の加入記録、及びＡ社から提出された厚生年

金基金加入員資格喪失通知書、並びに同社の同僚が所持する給与明細書から判

断すると、申立人が申立期間において同社に継続して勤務し（昭和60年７月１

日に同社Ｂ事業所から同社の関連会社であるＣ社に異動）、申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社Ｂ事業所に係る厚生年金保

険被保険者原票の昭和60年５月の記録から、41万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、申立てどおりの届出を行ったと主張しているものの、これを

確認できる関連資料及び周辺事情は無く、事業主がＡ社Ｂ事業所における資格

喪失日を昭和60年７月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当時）

がこれを同年６月30日と記録することは考え難いことから、事業主が同日を資

格喪失日と誤って届け、その結果、社会保険事務所は申立人に係る同年６月の

保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行



ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付

した場合を含む。）、事業主は申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。



愛知厚生年金 事案 7677 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支社における資格喪失日に係る

記録を昭和 40 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万 6,000 円

とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男(死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 明治 44 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年３月 31 日から同年４月１日まで 

 申立期間において、Ａ社に継続して勤務していたので、厚生年金保険の被

保険者として認めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の子が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社Ｂ支社から提出された健康保険厚生年金保険失業保険被保険者台帳及

び同社の回答から判断すると、申立人が同社に継続して勤務し（昭和 40 年４

月１日に同社Ｂ支社から同社Ｃ支社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の厚生年金保険被保険者

原票の昭和 40 年２月の記録から、３万 6,000 円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、確認できる資料が無いため不明としているが、事業主が資格

喪失日を昭和 40 年４月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当

時）がこれを同年３月 31 日と誤って記録することは考え難いことから、事業

主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係

る同年３月の保険料について、納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が

納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又

は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。



愛知厚生年金 事案 7678 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記

録を昭和58年11月１日とし、当該期間の標準報酬月額を16万円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 31 年生

住 所 ：  

    

     

    

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58 年 10 月 31 日から同年 11 月１日まで 

  私は、昭和 58 年３月 13 日から同年 10 月 31 日までＡ社で勤務していた。

しかし、厚生年金保険被保険者記録の資格喪失日が退職日と同日となってい

るため、同年 10 月が被保険者期間となっていない。在籍証明書を提出する

ので確認して申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほし

い。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出されたＡ社発行の在籍証明書により、申立人が申立期間に同

社に勤務していたことが認められる。 

また、Ａ社の元経理担当者は、「当時、会社の事務手続は適確に行われてい

なかったと思う。厚生年金保険の届出と給与の保険料控除を照らし合わせて確

認などしていなかった。そのまま厚生年金保険料を控除していた可能性は高い

と思う。」と証言しているところ、申立人と同様に月末に同社で厚生年金保険

被保険者資格を喪失している同僚の給与支払明細書によると、同社が最後に支

払った給与から厚生年金保険料を控除していたことが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社の健康保険厚生年金保険被

保険者原票において確認できる昭和58年10月１日の定時決定の記録から、16



万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付したか否かに

ついては、事業主は不明としているが、健康保険厚生年金保険被保険者原票の

資格喪失日が雇用保険の離職日（昭和58年10月30日）の翌日である同年10月31

日となっていることから、公共職業安定所及び社会保険事務所（当時）の双方

が誤って記録したとは考え難く、事業主が同日を資格喪失日として届け、その

結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年10月の保険料について納入の告知

を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付

されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業

主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 

 



愛知（富山）厚生年金 事案 7679 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ店における資格喪失日に係る記

録を昭和 50 年３月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 16 万円とするこ

とが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50 年２月 28 日から同年３月１日まで 

 申立期間は、Ａ社Ｂ店から同社Ｃ店へ転勤した時期であり、給与から保険

料が控除されていたので、適正な記録に訂正してほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

 Ａ社から提出された従業員カード、同社からの回答、同社の複数の同僚の証

言及び雇用保険の記録により、申立人が同社に継続して勤務し（昭和 50 年３

月１日に同社Ｂ店から同社Ｃ店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の健康保険厚生年金保険

被保険者原票の昭和 50 年１月の記録から、16 万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、確認できる資料が無いため不明としているが、事業主が資格

喪失日を昭和 50 年３月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当

時）がこれを同年２月 28 日と誤って記録することは考え難いことから、事業

主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係

る同年２月の保険料について、納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が

納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又

は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 



愛知（富山）厚生年金 事案 7680 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ店における資格喪失日に係る記

録を昭和 50 年３月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 16 万円とするこ

とが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50 年２月 28 日から同年３月１日まで 

  申立期間は、Ａ社Ｂ店から同社Ｃ店へ転勤した時期であり、給与から保険

料が控除されていたので、適正な記録に訂正してほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

 Ａ社からの回答、同社の複数の同僚の証言及び雇用保険の記録から判断する

と、申立人が同社に継続して勤務し（昭和 50 年３月１日に同社Ｂ店から同社

Ｃ店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、オンライン記録の昭和 50 年１

月の記録から、16 万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、確認できる資料が無いため不明としているが、事業主が資格

喪失日を昭和 50 年３月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当

時）がこれを同年２月 28 日と誤って記録することは考え難いことから、事業

主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係

る同年２月の保険料について、納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が

納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又

は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 



愛知（石川）厚生年金 事案 7681 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ営業所における資格喪失日に係

る記録を昭和 59 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 22 万円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59 年３月 31 日から同年４月１日まで 

 私は、昭和 49 年４月２日にＡ社に入社し 62 年５月 20 日まで継続して勤

務した。 

 しかし、年金記録を確認したところ、Ａ社Ｂ営業所から同社本社に転勤し

た際に同社Ｂ営業所を昭和 59 年３月 31 日に資格喪失し、同年４月１日に

同社本社において被保険者資格を取得しているため、１か月の空白がある

ことがわかった。 

  継続して勤務していたのは間違いないので、申立期間について、厚生年金

保険の被保険者として認めてほしい。 

   

   

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＡ社から提出された勤務履歴から判断すると、申立人は

同社に継続して勤務し（同社Ｂ営業所から同社本社に異動）、申立期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、異動日については、Ａ社において転勤時の被保険者資格の取得日は、

おおむね各月の１日となっているところ、申立人の同社本社における資格取

得日は昭和 59 年４月１日となっていること、及びオンライン記録によると、

申立人と一緒に手続されたと思われる同僚の同社Ｂ営業所における資格喪失

日が同日となっていることから、申立人の同社同営業所における資格喪失日

を同日とすることが妥当である。 

、



また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ営業所における

健康保険厚生年金保険被保険者名簿の昭和 59 年２月の記録から、22 万円とす

ることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としているが、事業主が資格喪失日を昭和 59 年４月１日と届け出た

にもかかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを同年３月 31 日と誤って記

録することは考え難いことから、事業主が同日を厚生年金保険の資格喪失日

として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料

について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行った

ものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付し

た場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 



愛知（岐阜）厚生年金 事案 7682 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ事業所における資格喪失日に係る記

録を昭和23年10月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を22年２月から同年

５月までは90円、同年６月から23年７月までは300円、同年８月及び同年９月

は600円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 14 年生

住 所 ：  

    

     

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 22 年２月 22 日から 23 年 10 月１日まで 

  Ａ事業所の記録が昭和 22 年２月 22 日で資格喪失になっているが、実際に

は 23 年＊月まで働いていた。同僚が出産間近（同年＊月＊日出産）の私が

退職できるよう理事長に口添えしてくれ、10 月に退職したので、証言して

くれると思う。記録を訂正してほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ事業所における厚生年金保険被保険者

記録は、昭和19年10月１日に資格を取得し、22年２月22日に喪失していること

が確認できる。 

しかしながら、申立人のＡ事業所における勤務期間の記憶は具体性がある上、

申立人は、「自分と同時期に辞めた人はいなかった。途中で仕事内容や勤務時

間が変更されたことはなく、長女出産の約１か月半前の昭和23年＊月頃まで勤

務した。」と述べているところ、同僚も「申立人が出産間近でお腹が大きく大

変そうなので、辞められるように理事長に口添えした。辞めるまでは途中で仕

事内容や勤務時間が変わったことはない。」と証言している。 

また、当該同僚は、申立人は自分と同じ事務員であったこと、及び自身のＡ

事業所における退職日と厚生年金保険の資格喪失日の記録は符合している旨

証言している。 



これらの事実を総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人及び同僚の健康保険労働

者年金保険被保険者名簿等の記録から、昭和22年２月から同年５月までは90

円、同年６月から23年７月までは300円、同年８月及び同年９月は600円とする

ことが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでない

と判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所（当時）

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 

 

 



愛知（石川）国民年金 事案 3546 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 42 年 11 月から 51 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22 年生

住 所 ：  

    

     

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年 11 月から 51 年６月まで 

  私は、20 歳になった昭和 42 年＊月にはまだ大学生だったので、父親が国

民年金の加入手続を行い、私が結婚（46 年 11 月）するまでの保険料を家族

の分と一緒に、商売上の取引があった銀行の集金人に納付してくれていたと

思う。婚姻期間中の保険料は誰が納付したか分からないが、その後、離婚（52

年９月）して実家に戻ってから家業が法人化されるまでの保険料も、婚姻前

と同様に、父親が家族の分と一緒に銀行の集金人に納付してくれていたと思

う。弟は 20 歳になった 45 年＊月以降の保険料は納付済みであると聞いてお

り、多分、父親は私と弟の二人の保険料を一緒に納付していたと思うので、

申立期間の保険料が納付済みであることを認めてほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金加入手続及び婚姻期間以外の申立期間に係る

国民年金保険料の納付に直接関与しておらず、これらを行ったとする父親は既

に亡くなっているほか、婚姻期間の申立期間に係る国民年金保険料は誰が納付

したか分からないとしていることから、加入手続及び保険料納付状況の詳細は

不明である。 

また、申立人は、20 歳（昭和 42 年＊月）に到達した時に、父親が申立人に

係る国民年金加入手続を行い、申立期間（婚姻期間中を除く。）の保険料を納

付したとしているが、申立人の国民年金手帳記号番号前後の任意加入被保険者

の資格取得状況によれば、申立人の国民年金手帳記号番号は、52 年 10 月頃に

払い出されており、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出された

形跡は見当たらないことから、この頃に申立人の国民年金加入手続が行われ、

この加入手続の際に、資格取得日を 42 年＊月（20 歳到達時）とする事務処理



が行われたものとみられる。このため、申立人は、申立期間当時、国民年金に

未加入であり、父親が保険料を納付することはできなかったものと考えられる

上、この加入手続時期を基準とすると、申立期間のうち、同年＊月から 50 年

６月までの保険料は既に時効（２年）が成立しており、遡って保険料を納付す

ることもできない。 

さらに、申立人は、申立期間当時に同居していた弟についても、父親が申立

人と同様に 20 歳になった時（昭和 45 年＊月）に国民年金に加入手続を行い、

保険料を納付してくれていたと思うとしているが、弟の国民年金加入手続は、

国民年金手帳記号番号前後の任意加入被保険者の資格取得状況から、57 年 11

月頃から 58 年２月頃までの間に行われ、この加入手続の際に資格取得日を 45

年＊月（20 歳到達時）とする事務処理が行われたとみられるところ、申立期

間のうち、弟の被保険者資格取得日以降の期間についても弟の保険料が納付さ

れた形跡は見当たらない。 

加えて、国民年金被保険者台帳及びＡ市の国民年金納付記録のいずれも申立

期間の保険料は未納とされており、オンライン記録との食い違いは無い。この

ほか、申立人及びその父親が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料

（確定申告書、家計簿等）は無く、申立期間の保険料を納付したことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

これらの申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

  

 



愛知厚生年金 事案 7683 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間①及び②について、厚生年金保険被保険者として厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 33 年４月から 34 年２月まで 

           ② 昭和 34 年４月から 37 年 12 月まで 

申立期間①については、Ａ社で勤務をしていた。当時、同社には10人ぐら

いの社員が在籍していたと思う。 

申立期間②については、学校の進路指導教諭の紹介でＢ事業所に勤務して

いた。所長を含め、10人ほどが在籍していたと思う。 

申立期間①及び②において、Ａ社及びＢ事業所に勤務していたのは間違い

ないので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、「Ａ社はＣ市Ｄ区にあり、そこで勤務をし

ていた。」と述べているところ、当該期間に係るＡ社の厚生年金保険被保険者

記録が認められる複数の同僚が、「Ａ社の営業所はＣ市Ｄ区にあった。」旨証言

していることから、期間を特定することはできないものの、申立人が同社に勤

務していたことはうかがえる。 

しかし、Ａ社は、「当時の資料は保管していないため、申立人の勤務実態及

び厚生年金保険の取扱いについては不明である。」と回答していること、現在

の同社事業主は、「先代の社長は亡くなっている上、私も幼かったので詳しい

ことは分からない。」旨証言していること、及び同社の複数の同僚は、申立人

のことは記憶に無いとしていることから、当該期間における申立人の厚生年金

保険の取扱いについて確認できない。 

また、上記同僚のうちの１人は、「当時、男性従業員は６人ないし７人いた

と思う。」としており、申立人も、「男性が５人ないし７人いたと思う。」と述

べているが、申立期間①に係るＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿にお



いて確認できる男性の被保険者は３人のみであること、及び別の同僚２人は、

「当時、30人ないし40人が営業所及び工場に在籍していた。」と回答している

ものの、上記被保険者名簿において確認できる被保険者は12人であることから、

当該期間当時、同社においては必ずしも従業員全員が厚生年金保険の被保険者

資格を取得していなかった状況がうかがえる。 

さらに、Ａ社の申立期間①に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に申立

人の名前は無く、健康保険整理番号に欠番も無い。 

申立期間②について、申立人は、「Ｂ事業所に勤務していた。職員６人の名

前を覚えており、当時の写真２枚（そのうち１枚の裏面には「36.2.1」との記

載）を保管している。」としているところ、Ｂ事業所によると、「名前が挙がっ

ている６人のうち１人については、昭和36年の職員録で確認できる。」旨回答

していることから、期間を特定することはできないものの、申立人がＢ事業所

に勤務していたことはうかがえる。 

しかし、厚生年金保険適用事業所台帳によると、Ｂ事業所は、申立期間②よ

り後の昭和58年４月１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、当該期間

当時に適用事業所であった記録が確認できない。 

また、Ｂ事業所は、「当時の資料は保管されていないため、申立人の勤務実

態及び厚生年金保険の取扱いについては不明であるが、Ｂ事業所が厚生年金保

険の適用事業所となったのは、昭和58年４月であることから、当時は厚生年金

保険に加入することはできなかったものと考えられる。」旨回答している。 

さらに、申立人が同職種の同僚として名前を挙げた６人のうち２人は姓のみ

の記憶であり、残りの４人は、オンライン記録によると、同姓同名の者が多数

確認できるため、当該同僚を特定することができず、証言を得ることができな

いことから、申立期間②における申立人の厚生年金保険の取扱いについて確認

できない。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



愛知（富山）厚生年金 事案 7684 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年７月５日から 49 年８月 12 日まで 

  申立期間において、Ａ社に勤務していたので、厚生年金保険の被保険者と

して認めてほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「厚生年金保険の記録は、昭和 48 年７月５日にＡ社で被保険者資

格を喪失したことになっているが、申立期間においても、同社に継続して勤務

していた。」と主張している。 

しかし、Ａ社から提出された健康保険厚生年金被保険者名簿によると、申立

人は、同社において、昭和 48 年５月 25 日に被保険者資格を取得し、同年７月

４日に退職した旨記載されており、厚生年金保険被保険者の資格喪失日はその

事業所に使用されなくなった日の翌日とされているところ、当該退職日の翌日

は、申立人の健康保険厚生年金被保険者原票及びオンライン記録の被保険者資

格喪失日と一致していることが確認できる。 

また、Ａ社の複数の同僚に照会したものの、申立人の主張を裏付ける証言は

得られない。 

さらに、申立人は、Ａ社の前にはＢ大学で勤務していたと主張しているとこ

ろ、同大学を運営するＣ学園から提出された在職証明書により、申立人は、申

立期間のうち、昭和48年７月10日から49年３月11日までの期間については、

同大学に在職していたことが確認できる上、Ｄ事業団からの回答により、申立

人は、当該期間について、同学校が加入している共済制度の加入者となってい

ることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間におけるＡ社の勤務実態及び厚生年金保険料の

控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



愛知（岐阜）厚生年金 事案 7685 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間①及び②について、農林漁業団体職員共済組合員として

掛金を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 51 年 12 月 21 日から 53 年９月まで 

           ② 昭和 55 年９月１日から 61 年４月１日まで 

  Ａ事業所に勤務した期間のうち、申立期間についての農林漁業団体職員共

済組合の加入記録が無い。同事業所で勤務していたのは間違いないので、当

該期間を同組合の加入期間として認めてほしい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、Ａ事業所から提出された雇用契約書により、申立人

は、当該期間のうち、昭和52年３月７日から53年４月30日までの期間において、

同事業所に勤務していたことが確認できる。 

しかし、農林漁業団体職員共済組合は、「申立てのあった期間については、

申立人に係る組合員資格の記録が確認できない。」と回答している上、Ａ事業

所は、「当時の資料がなく、申立人の申立期間当時の農林漁業団体職員共済組

合の取扱いは、不明である。」と回答しており、申立人の当該期間に係る農林

漁業団体職員共済組合の取扱いについて確認できない。 

また、複数の同僚は、「当時のＡ事業所における農林漁業団体職員共済組合

の取扱いについては、分からない。」と証言している。 

申立期間②については、Ａ事業所から提出された雇用契約書、健康保険被保

険者記録及び雇用保険の記録により、申立人が申立期間において、同事業所に

勤務していたことが確認できる。 

しかし、申立人と同年又はその翌年にＡ事業所において健康保険の被保険者

資格を取得している複数の同僚の記録を調査したところ、申立人と同様の勤務

形態である嘱託者として雇用契約がある期間は健康保険の被保険者記録は確

認できるものの、農林漁業団体職員共済組合員資格の記録は確認できない上、



同事業所は、「当時の資料が無く、申立人の申立期間当時の農林漁業団体職員

共済組合の取扱いは、不明である。」と回答しており、申立人の当該期間に係

る農林漁業団体職員共済組合の取扱いについて確認できない。 

また、農林漁業団体職員共済組合は、「申立てのあった期間については、申

立人に係る組合員資格の記録が確認できない。」と回答している。 

さらに、複数の同僚は、「申立期間当時の事業所における農林漁業団体職員

共済組合の取扱いについては、分からない。」と証言している。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における農林漁業団体職員共済組合の

掛金を事業主により給与から控除されていたことを確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が農林漁業団体職員共済組合員として、申立期間①及び②に係る掛金を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



愛知（静岡）厚生年金 事案 7686（静岡厚生年金事案 1136、1993 及び 2240 の再

申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間①及び②について、厚生年金保険被保険者として厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37 年 11 月 25 日から 38 年２月１日まで 

          ② 昭和 38 年３月 14 日から同年８月 26 日まで 

 Ａ社に昭和 38 年の夏まで勤務していたことは、新たに提出した同僚の陳

述書から間違いないので、申立期間①及び②について、厚生年金保険の被保

険者として認めてほしい。 

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る当初の申立てについては、ⅰ）申立人と同日に厚生年金保険

の被保険者資格を取得していることが確認できる同僚及びＡ社において厚生

年金保険の被保険者記録が確認できる他の同僚は、「Ａ社において厚生年金保

険に加入する前から当該事業所で勤務している。」と証言している上、申立期

間当時の社会保険事務担当者は、「当時は入社後しばらく勤務状況をみた後で

厚生年金保険に加入させることがあった。」と回答していることから、当該事

業所では、必ずしも入社後すぐに厚生年金保険に加入させていたわけではなか

ったことがうかがえること、ⅱ）申立期間当時の社会保険事務担当者は、「申

立人は短い勤務期間であったと記憶している。また、厚生年金保険に加入して

いない期間の保険料を控除することは無い。」と回答していること、ⅲ）厚生

年金保険被保険者台帳記号番号払出簿によると、申立人に対して、昭和38年２

月１日にＡ社の被保険者として被保険者記号番号が払い出されていることが

確認できること、ⅳ）Ａ社に照会したところ、申立期間当時の人事記録等の書

類は残されていないと回答しており、申立人に係る厚生年金保険の適用及び保

険料控除の状況について確認できる関連資料を得ることはできないこと、ⅴ）

申立期間当時にＡ社が加入していたＢ健康保険組合は、申立期間当時の健康保



険の加入記録は保存されていないと回答していることから、既に年金記録確認

静岡地方第三者委員会の決定に基づき、平成22年７月16日付けで年金記録の訂

正は必要でないとする通知が行われている。 

申立期間に係る２度目の申立てについては、申立人は、新たな資料として、

Ａ社が作成した意見書を提出しているが、当該意見書には「当社に書類が無く、

加入期間等について証明出来るものはありません。」と記載されていること等

から、既に年金記録確認静岡地方第三者委員会の決定に基づき、平成23年９月

30日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

申立期間に係る３度目の申立てについては、申立人は、新たな資料として、

ⅰ）Ａ社が作成した事業所整理記号の変更経過、ⅱ）申立人がＡ社で使用して

いた前掛けの写真、ⅲ）元同僚が作成した申立人の在職についての証言書を提

出している。 

しかし、ⅰ）Ａ社は、「事業所記号の変更経過を記入しただけで、申立人の

厚生年金保険の加入状況を証明するものではない。」と回答していること、ⅱ）

Ａ社は前掛けの写真について、「写真の前掛けの支給時期、支給対象者につい

ての資料は無く、長期間勤務していた者に配っていたとする事実は確認できな

い。」と回答していること、ⅲ）上述の証言書を作成した元同僚は、「申立人が

勤務していたことは記憶しているが、勤務期間については思い出せない。」と

証言していること等から、既に年金記録確認静岡地方第三者委員会の決定に基

づき、平成24年５月11日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行わ

れている。 

これに対し、今回、４度目の申立てとして、申立人は、「Ａ社では、油が入

ったドラム缶を運ぶ仕事をしていたが、空になったドラム缶を回収する際に、

残った油を集めて利用していた覚えがある。今回新たに提出した同僚の陳述書

には、ドラム缶に残った油は、夏の暑い時期だけに採れるものと記載されてお

り、私が昭和38年夏頃まで同事業所に勤務していたことは間違いない。」と主

張している。 

しかし、Ａ社の厚生年金保険被保険者記録が認められる複数の同僚は、「ド

ラム缶に残った油は年中採れるものであり、夏の暑い時期に限ったものではな

い。」と証言していることから、申立期間①及び②における申立人の勤務実態

を確認することができない。 

このほかにこれまでの決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことか

ら、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 


